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令和５年小樽市議会第２回定例会  

市   長   提   案   説   明  

 

令和５年第２ 回定 例会の開会に 当た り、ただ今 上 程さ れました各案 件

に係る提案理由の説明に先立ち、一言申し述べさせていただきます。  

 

先頃、厚生労働省から令和４年人口動態調査の発表がありました。  

その中では、 我が 国において生 まれ た子どもの数 は過 去最少、女性 一

人が生涯に産む子 どもの人数を示す 合計特殊出生率も 過去最低と深刻な

現実が浮き彫りとなりました。  

また、国立社 会保 障・人口問題 研究 所が公表した 、２ ０７０年まで の

将来人口推計では 、生産年齢人口が ３， ０００万人減 少することや高齢

化率が３８．７パ ーセントまで上昇 することなど、厳 しい見通しが示さ

れております。  

本市におきま して は、高齢化率 が４ ０パーセント を超 えており、先 ほ

ど申し上げた全国 の将来推計を既に 上回る状況に至っ ていることを、 再

認識したところであります。  

こうしたことから、人口減少の抑制に努めながら、活力と持続力を持っ

た地域社会をどの ように築いていく のかが課題である と 考えており、引

き続き、様々な観 点から人口減少対 策に取り組んでま いりますので、議

員皆様の御理解と御協力をお願いいたします。  

また、現下の情勢に目を向けますと、長期に及ぶ感染症の影響に加え、

エネルギーや食料 品等の価格高騰は 長期化しており、 市民の皆さんの生

活や事業者の方々 の経営環境は、今 後も厳しさが続く ことを懸念してお

ります。  

市といたしま して は、これから も状 況を注視しな がら 、的確に市民 生
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活と地域経済を下支えする取組を進めてまいりたいと考えております。  

 

それでは、た だ今 上程されまし た各 案件について 、提 案理由の概要 を

説明申し上げます。  

 

初めに、議案 第１ 号から議案第 ３号 までの令和５ 年度 各会計補正予 算

について説明申し上げます。  

まず、一般会 計補 正予 算の主な もの につきまして は、 電力・ガス・ 食

料品等の価格高騰 に対する支援とし て、国において増 額・強化された新

型コロナウイルス 感染症対応地方創 生臨時交付金など を活用し、市民の

消費の下支えを図 る「おたるプレミ アム付商品券事業 費」、小・中学校

の給食費４か月分 を支援する「学校 給食費保護者負担 軽減事業費」のほ

か、貨物、公共交 通、公衆浴場、ク リーニング業など の各事業者への支

援金や、街路防犯 灯の維持管理団体 に対し、電気料金 の一部 を支援する

「街路防犯灯維持費支援金給付事業費」などを計上しました。  

また、北海製 罐株 式会社小樽工 場旧 第３倉庫の保 全・ 活用に向けた 社

会実験を行うため に、必要となる消 防設備 等の改修費 や、朝里中学校の

校舎及び屋内運動 場トイレの洋式化 等 に係る改修費な どを計上しました。 

これらに対す る財 源といたしま して は、国・道支 出金 、寄附金、繰 入

金及び市債を計上いたしました。  

以上の結果、 一般 会計における 補正 額は、７億９ ，６ ２２万３，０ ０

０円の増となり、財政規模は、６０８億１，５３１万円となりました。  

 次に、特別会計 では、後期高齢者 医療事業特別会計 において、被保険

者証の送付時に、 北海道後期高齢者 医療広域連合から 周知依頼のあ った

「マイナンバーカ ードと保険証の一 体化に係るリーフ レット」を同封す

るため、所要の補正を計上いたしました。  
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 また、企業会計 では、病院事業会 計において、小樽 市立病院に寄せら

れた寄附金を病院 事業資金基金に積 み立てるため、所 要の補正を計上い

たしました。  

 

続きまして、 議案 第４号から議 案第 １４ 号までに つい て説明申し上 げ

ます。  

議案第４号  職員 の分限につい ての 手続及び効果 に関 する条例及び 会

計年度任用職員の 給与及び費用弁償 に関する条例の一 部を改正する条例

案につきましては 、 地方公務員法の 一部改正による 暫 定措置を講じた再

任用制度の廃止に伴い、関係条例の整備を行うもの であります。  

議案第５号  職員 退職手当支給 条例 等の一部を改 正す る条例の一部 を

改正する条例案に つきましては、 定 年の引上げに伴う 企業職員である暫

定再任用短時間勤 務職員の待遇改善 を図る目的で、そ の勤勉手当を支給

するものであります。  

議案第６号  市税 条例の一部を 改正 する条例案 に つき ましては、 森 林

環境税及び森林環 境譲与税に関する 法律による森林環 境税の導入及び地

方税法等の一部改 正に伴い、森林環 境税を個人の市民 税の均等割と併せ

て賦課徴収する旨 を規定するなど、 関係規定を整備す るとともに、長寿

命化に資する大規 模修繕工事を行っ たマンションに係 る固定資産税の減

額措置を講ずるほ か、令和５年度税 制改正に伴う所要 の改正等を行うも

のであります。  

議案第７号  手数 料条例の一部 を改 正する条例案 につ きましては、 建

築基準法の一部改 正により、住宅等 の機械室等の容積 率不算入に係る認

定制度が新設され たことなどに伴い 、当該認定に係る 申請手数料等を新

設するとともに、 既存の申請手数料 に係る対象行為を 拡充するほか、所

要の改正を行うものであります。  
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議案第８号  特定 教育・保育施 設及 び特定地域型 保育 事 業の運営に 関

する基準を定める 条例の一部を改正 する条例案 、議案 第９号  家庭的保

育事業等の設備及 び運営に関する基 準を定める条例の 一部を改正する条

例案、議案第１０ 号  放課後児童健 全育成事業の設備 及び運営に関する

基準を定める条例 の一部を改正する 条例案 につきまし ては、 それぞれ、

基準府令の一部改 正に伴い、改正後 の基準府令のとお り適用させるとと

もに、所要の改正を行うものであります。  

議案第１１号  駐 車場条例の一 部を 改正する条例 案 に つきましては 、

新たに堺町観光バ ス駐車場を設置し 、その管理を指定 管理者に行わせる

とともに、利用料 金制を導入するほ か、所要の改正を 行うもの でありま

す。  

議案第１２号  火 災予防条例の一部 を改正する条例案 につきましては 、

対象火気設備等の 位置、構造及び管 理並びに対象火気 器具等の取扱いに

関する条例の制定 に関する基準を定 める省令の一部改 正に伴い、急速充

電設備の全出力の 上限撤廃等を行う とともに、喫煙所 における標識の設

置基準等を見直すものであります。  

議案第１３号 から 議案第１５ 号 まで の工事請負契 約に つきましては 、

桂岡小学校校舎等 耐震補強ほか改修 工事、 第３号ふ頭 小型船だまり整備

工事及び旧ごみ焼 却場解体工事 の請 負契約 をそれぞれ 締結するものであ

ります。  

以上、概括的 に御 説明申し上げ まし たが、何とぞ 原案 どおり御可決 賜

りますようお願い申し上げます。  

 


